
 

 

令和４年第１回定例市議会議案 

 

（そ の ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸 和 田 市 



議 案 番 号 件              名 備考・頁

議案第14号 岸和田市病院事業基金条例の制定について Ｐ．１

議案第15号
岸和田市マンションの管理に関する計画の認定等に係る手数料
に関する条例の制定について

Ｐ．５

議案第16号
岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及
び費用弁償に関する条例の一部改正について

Ｐ．９

議案第17号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について Ｐ．13

議案第18号 岸和田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について Ｐ．17

議案第19号
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部改正について

Ｐ．21

議案第20号
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及
び岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例
の一部改正について

Ｐ．25

議案第21号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について Ｐ．29

議案第22号 岸和田市国民健康保険条例の一部改正について Ｐ．33

議案第23号 岸和田市営住宅条例の一部改正について Ｐ．37

議案第24号 岸和田市消防関係事務手数料条例の一部改正について Ｐ．41

議案第25号 水防団員等公務災害補償条例の一部改正について Ｐ．45

議案第26号 令和４年度岸和田市一般会計予算 別冊

議案第27号 令和４年度岸和田市国民健康保険事業特別会計予算 〃

議案第28号 令和４年度岸和田市自転車競技事業特別会計予算 〃

令和４年第１回定例市議会議案（その２）



議 案 番 号 件              名 備考・頁

議案第29号 令和４年度岸和田市土地取得事業特別会計予算 別冊

議案第30号 令和４年度岸和田市後期高齢者医療特別会計予算 〃

議案第31号 令和４年度岸和田市介護保険事業特別会計予算 〃

議案第32号 令和４年度岸和田市財産区特別会計予算 〃

議案第33号 令和４年度岸和田市上水道事業会計予算 〃

議案第34号 令和４年度岸和田市下水道事業会計予算 〃

議案第35号 令和４年度岸和田市病院事業会計予算 〃



議案第14号 

 

 

 

岸和田市病院事業基金条例の制定について 

 

 

岸和田市病院事業基金条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市病院事業基金条例 

 

（設置の目的） 

第１条 本市の病院事業における設備、器械及び備品の整備その他の医療の質の向上及び

病院事業の健全な運営に資するため、岸和田市病院事業基金（以下「基金」という。）を

設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、岸和田市病院事業会計の予算に定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、岸和田市病院事業会計の予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源

に充てる場合に限り、これを処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第15号 

 

 

 

岸和田市マンションの管理に関する計画の認定等に

係る手数料に関する条例の制定について 

 

 

岸和田市マンションの管理に関する計画の認定等に係る手数料

に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

－ 5 －



 

岸和田市マンションの管理に関する計画の認定等に係る手数料に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149

号。以下「法」という。）に基づき本市が行うマンションの管理に関する計画（以下「管

理計画」という。）の認定等の事務に関し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第227

条の規定により徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。 

（管理計画の認定及び認定の更新に係る手数料） 

第２条 法第５条の３第１項の認定の申請又は法第５条の６第１項の認定の更新の申請を

しようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金

額の手数料を納付しなければならない。 

区分 金額 

センターが発行する事前確認適合証（法第

５条の４（法第５条の６第２項において準

用する場合を含む。）に掲げる基準に適合

すると評価したことを証する書面をい

う。）の交付を受けた管理計画に係るもの 

6,400円（当該管理計画に係る長期修繕計

画の数が２以上の場合にあっては、6,400

円に、当該長期修繕計画の数から１を減

じて得た数に3,100円を乗じて得た額を

加算した額） 

その他のもの 30,500円（当該管理計画に係る長期修繕

計画の数が２以上の場合にあっては、

30,500円に、当該長期修繕計画の数から

１を減じて得た数に17,600円を乗じて得

た額を加算した額） 

備考 

１ この表において「センター」とは、法第91条のマンション管理適正化推進セン

ターをいう。 

２ この表において「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関

する法律施行規則（平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。）第１

条の２第１項第２号の長期修繕計画をいう。 

（管理計画の変更認定に係る手数料） 

第３条 法第５条の７第１項の変更の認定の申請をしようとする者は、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。 

区分 金額 

－ 7 －



 

規約の変更に係るもの 4,300円（変更する規約の数が２以上の場

合にあっては、4,300円に、当該変更する

規約の数から１を減じて得た数に3,000

円を乗じて得た額を加算した額） 

長期修繕計画の変更に係るもの 10,300 円（変更する長期修繕計画の数が

２以上の場合にあっては、10,300 円に、

当該変更する長期修繕計画の数から１を

減じて得た数に 5,400 円を乗じて得た額

を加算した額） 

備考  

１ この表において「規約」とは、省令第１条の２第１項第１号の規約をいう。 

２ 前条の表の備考第２項の規定は、この表についても適用する。 

（証明手数料） 

第４条 法第５条の４第１項（法第５条の６第２項及び第５条の７第２項において準用す

る場合を含む。）の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者は、１通

につき300円の手数料を納付しなければならない。 

（手数料の減免） 

第５条 市長は、公益上必要と認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めると

きは、この条例に定める手数料を減額し、又は免除することができる。 

（その他） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第16号 

 

 

 

岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 

岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

－ 9 －



岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

 （岸和田市附属機関条例の一部改正） 

第１条 岸和田市附属機関条例（平成15年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１項の表岸和田市住居表示審議会の項の次に次のように加える。 

岸和田市貝塚市斎場整備運

営事業者選定委員会 

岸和田市貝塚市斎場の整備及び運営に係

る事業を委託する事業者の選定基準の策

定及び当該事業者の選定に関する事項に

ついての調査審議に関する事務 

６人以内 

  別表第１項の表岸和田市社会福祉審議会の項の次に次のように加える。   

岸和田市地域福祉推進委員

会 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第

107条の規定に基づく岸和田市地域福祉計

画の策定及び変更並びに当該計画に基づ

く施策の推進に関する事項についての調

査審議に関する事務 

19人以内 

（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第12

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２号の表住居表示審議会委員の項の次に次のように加える。 

岸和田市貝塚市斎場整備運営

事業者選定委員会委員 

日額 9,000円 上記に同じ 

別表第２号の表社会福祉審議会委員の項の次に次のように加える。 

地域福祉推進委員会委員 日額 9,000円 上記に同じ 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

－ 11 －



議案第17号 

 

 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

－ 13 －



職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年条例第10号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削り、

同条第２項を削る。 

別記様式中「㊞」を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

－ 15 －



議案第18号 

 

 

 

岸和田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 

岸和田市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のとおり改正

するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 岸和田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第16号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第３号ア(ｱ)を削り、同号ア(ｲ)中「特定職」を「任命権者を同じくする職（以下

「特定職」という。）」に改め、同号ア(ｲ)を同号ア(ｱ)とし、同号ア(ｳ)を同号ア(ｲ)とする。 

 第８条中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考

慮して規則で定める」に改め、各号を削る。 

 第12条を第14条とし、第11条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第12条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又

は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休

業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利

益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

   附 則 

 この条例は、令和４年４年１日から施行する。 

－ 19 －



議案第19号 

 

 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

－ 21 －



特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第12号）の

一部を次のように改正する。 

附則第３項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

－ 23 －



議案第20号 

 

 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す

る条例及び岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服

務等に関する条例の一部改正について 

 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及

び岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一

部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

－ 25 －



特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び岸和田市消 

防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第12

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３号の表消防団員の項中「80,000円」を「108,000円」に、「65,000円」を「87,000

円」に、「50,000円」を「67,000円」に、「31,000円」を「41,000円」に、「27,000円」を

「36,500円」に改め、同表備考第２項中「１回につき2,000円の費用弁償」を「その勤務

した日１日につき、次の各号に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額の報酬」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) ２時間未満 2,000円 

(2) ２時間以上４時間未満 4,000円 

(3) ４時間以上７時間45分以下 8,000円 

(4) ７時間45分を超える場合 8,000円に、当該勤務時間から７時間45分を減じた

時間数（１時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。）に1,000円

を乗じて得た額を加算した額 

（岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例（平成17年条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

  第13条第１項中「水火災、警戒、訓練等の職務に従事したとき及び」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に水火災、警戒、

訓練等の職務に従事した消防団員に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前に水

火災、警戒、訓練等の職務に従事した消防団員に係る報酬及び費用弁償については、な

お従前の例による。 

（岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

－ 27 －



３ 第２条の規定による改正後の岸和田市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する

条例の規定は、施行日以後に水火災、警戒、訓練等の職務に従事した消防団員に係る報

酬及び費用弁償について適用し、同日前に水火災、警戒、訓練等の職務に従事した消防

団員に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。 
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議案第21号 

 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のとおり改正するも

のとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

第25条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に改め、同条第３項中「100分の127.5」

を「100分の120」に、「100分の72.5」を「100分の67.5」に改め、同条第４項中「100分の

127.5」を「100分の120」に、「100分の167.5」を「100分の162.5」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第22号 

 

 

 

岸和田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

岸和田市国民健康保険条例の一部を次のとおり改正するものとす

る。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 岸和田市国民健康保険条例（平成20年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第12条各号列記以外の部分中「第44条」の次に「又は第44条の２」を加え、同条第１号ウ

中「第81条の２第４項」を「第81条の２第５項」に改め、同号エ中「第81条の２第９項第２

号」を「第81条の２第10項第２号」に改め、同条第２号エ中「第72条の３第１項」の次に

「及び第72条の３の２第１項」を加える。 

 第23条各号列記以外の部分中「第44条」の次に「又は第44条の２」を加え、同条第２号イ

中「第72条の３第１項」の次に「及び第72条の３の２第１項」を加える。 

 第44条の見出し中「保険料」を「低所得者の保険料」に改める。 

第44条の２中「及び前条第１項」を「及び第44条第１項」に、「前条第１項第１号」を「第

44条第１項第１号」に改め、同条を第44条の３とする。 

第44条の次に次の１条を加える。 

 （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第44条の２ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月31日以前で

ある被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合（第３項に規定する場合を除く。）

における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条又

は第20条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、

10分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げる。）を控除し

て得た額とする。 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合におい

て、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第

20条」とあるのは「第27条又は第31条」と読み替えるものとする。 

３ 当該年度において、前条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務

者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

(1) 第16条又は第20条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に

前条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げる。）を控除して得た額 

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があると

きは、これを切り上げる。） 

４ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合におい

て、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第
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20条」とあるのは「第27条又は第31条」と読み替えるものとする。 

第53条中「及び」を「、」に改め、「第44条各項」の次に「及び第44条の２各項」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の岸和田市国民健康保険条例の規定は、令和４年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。 
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議案第23号 

 

 

 

岸和田市営住宅条例の一部改正について 

 

 

岸和田市営住宅条例の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 岸和田市営住宅条例（平成９年条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 第３条に次のただし書を加える。 

  ただし、借上げに係る市営住宅の名称及び位置は規則で定める。 

 第20条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用のうち、

入居者の負担とする費用を別に定めることができる。 

 第24条の次に次の１条を加える。 

（移転料の支払い） 

第24条の２ 市長は、市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第３項の規定によ

る市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明

渡しに伴い住居を移転した場合において、必要があると認めるときは、その者に対して、

通常必要な移転料を支払うことができる。 

 第26条中「市長は、」の次に「市営住宅の借上げに係る契約の終了又は」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第24号 

 

 

 

岸和田市消防関係事務手数料条例の一部改正について 

 

 

岸和田市消防関係事務手数料条例の一部を次のとおり改正するも

のとする。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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岸和田市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 岸和田市消防関係事務手数料条例（平成24年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第７号の表中「110,000円」を「98,000円」に改め、同条第９号中「17,000円」

を「15,000円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第25号 

 

 

 

水防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

 

水防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正するものと

する。 

 

 

 

令和４年２月22日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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水防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 水防団員等公務災害補償条例（昭和32年条例第26号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書を削る。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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